
令和5年度からの介護予防事業
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長寿介護課



新たに見えてきた課題

④リハ職同行訪問において、食生活が課題と思われるケースがみられる

⑥中央圏域の高齢者が短期集中運動教室を利用しにくい

令和３年度から開始している「短期集中リハビリトレーニング（通所型サービスC）」に関連し、
新たな課題が出てきた。

③自立のためのサービス利用が浸透しておらず、本人や家族と自立の合意形成が難しい

⑦通所C終了後、機能的には改善しているが、地域の中で高齢者が歩いて通える範囲
に運動や体操ができる場がなく（見えない）、従前相当デイにつながるケースがみられる
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②総合事業の啓発不足により、とりあえず介護申請につながる現状がある

①重度な状態になってから「介護保険でお世話してほしい」という依頼が包括に入る

⑤通所Cの定員がいっぱいと言われ、利用まで数か月間待たされてしまう

⑧通所C終了後のセルフマネジメント継続のために、定期的に運動評価をしてほしいと
いう声がある
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課題解決のための取組み
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①「生涯学習出前講座」の活用による総合事業の啓発

③リハビリテーション専門職等同行訪問事業の拡充

⑤短期集中リハビリトレーニング（通所型サービスC）の拡充

⑦短期集中運動教室の拡充

⑧元気！いばらきマップの改訂

④はつらつパスポート～みんなで元気編～の改訂

②自立の考え方普及啓発資料の活用による本人や家族との自立の合意形成支援

⑨コミュニティデイハウスでのフレイルチェックの取組み

⑥訪問栄養指導（訪問型サービスC）の拡充

＜入口戦略＞

＜自立支援型サービスの充実＞

＜出口戦略＞



総合事業における支援の考え方

サービスは利用しないほうがいい？

総合事業は給付抑制のためのもの？

できるだけサービスに頼ることなく、
自助（セルフマネジメント）および互
助（地域の支え合い）によって、住み
慣れた地域で本人が望む暮らしを続
けることをめざす

支援が必要な人を早めに見つけて、必要な支援（サービス）につなぐことが大切
（早めに対処するほど元の生活に戻れる可能性が高い）
同時に、自立のためのサービス利用であり、元の生活を取り戻すための手段として、必要な期
間サービスを利用することをあらかじめ合意形成することが必要

地域におけるフレイルの早期把握・対応の取組みを充実させていく必要性
地域包括支援センターと地域リハビリテーション活動支援の連携
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①生涯学習出前講座の活用による総合事業の啓発

生涯学習出前講座を活用し、総合事業の紹介や自立のためのサービス利用の必要性につい
て、周知・啓発を図る。
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①介護保険(介護給付）を利用する前段階として

の総合事業の利用を啓発

②フレイルチェック（指輪っかテスト・基本チェッ

クリスト）と相談するタイミング

③高齢者が社会参加しやすい環境づくり

④フレイルになっても「元の生活を取り戻す」た

めのサービスを紹介、など

②自立の考え方普及啓発資料も啓発に活用
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③リハ職等同行訪問事業の拡充
①対象エリアを市内全域に拡充します
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②専門職を増員します

令和4年度 令和５年度

令和4年度 令和５年度

理学療法士 3人

理学療法士 3人

作業療法士 1人

管理栄養士 1人



訪問指導
(対象者のセルフマネジメント支援)

同行訪問
（包括・居宅CMと同行アセスメント）

「リハ職(理学療法士・作業療法士)」同行訪問対象者
以下の①～③を満たすこと
①65歳以上の市民
②認定なし・事業対象者・要支援1・2認定者
③新たに総合事業サービスや住宅改修・福祉用具な
どが必要と思われる、サービスの見直しが必要、など

包括

リハビリ専門職
(PT・OT)同行訪問

1回実施

管理栄養士
同行訪問
1回実施

リハビリ専門職
(PT・OT)訪問指導
2回まで実施

管理栄養士訪問指導
１回実施(約３か月後)

情報の共有
必要に応じて相互に依頼

状態により、同行訪問後に訪問指導
を実施（各専門職が実施判断）

「管理栄養士」同行訪問対象者
以下の①～④を満たすこと
①65歳以上の市民
②認定なし・事業対象者・要支援1・2認定者
③食事や栄養のことで気になる方(退院後の食事管
理、体重減少、栄養が足りているか心配）など
④居宅療養管理指導(管理栄養士)を利用していない

リハ職等同行訪問事業の利用フロー

情報の共有
連携したアプローチ

居宅

長寿介護課へ依頼
(ブレインシステムの
茨木市共有フォルダ
を活用)

※管理栄養士同行訪問の開始時期については、
改めて掲示板などで周知いたします。
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地域リハビリテーション活動支援事業がめざすもの
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地域における介護予防の取組みを機能強化するため、リハビリ専門職等（ＰＴ・ＯＴ・管理栄養士）が、
地域包括支援センターと連携を図りながら、自立に向けた介護予防ケアマネジメント、通所C・訪問
C事業所等への自立支援に資する助言、地域の通いの場等に対する介護予防の取組みやフレイルの
早期把握・対応のための支援などを行う。

従前相当デイなど

短期集中
リハビリトレーニング
（通所型サービスC）

コミュニティデイハウス
（通所型サービスB）

はつらつ教室

地域の通い場など
短期集中運動教室
（一般介護予防事業）

地域包括支援センター

介護予防ケアマネジメント
（リハ職等同行訪問事業）

リハ職等訪問指導

日常生活

訪問栄養指導
（訪問型サービスC）

・フレイルチェックによるフレイルの早期
把握・対応の取組み
・総合事業の啓発

継続的支援が必要 リハビリ専門職など

連
携

はつらつパスポート
～みんなで元気編～を活用した
フレイルチェック

自立支援型サービス

入口戦略①

地域の介護予防活動の見える化による
本人ニーズとのマッチング

出口戦略

改善可能性あり

・的確な状態像の把握
・改善可能性の評価
・自立の合意形成を支援

入口戦略②



④はつらつパスポート～みんなで元気編～を改訂
地域におけるフレイルの早期把握・対応に資するよう、新たにフレイルチェックのページを追
加し、支援が必要になる目安としてフレイルの基準や転倒リスクの基準を掲載。
（令和5年3月発行）
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元気いっぱつ教室
場所 圏域 開所日 時間 職種 内容 問合せ先

市民総合センター
(クリエイトセンター)

全域
月・火・水曜日
午前・午後
(火曜日午前除く)

90
分/回

健康運動指導士
看護師
補助員

・運動器の機能向上
・セルフトレーニン
グ指導

長寿介護課
072-
620-1637

短期集中リハビリトレーニング
場所 圏域 開所日 定員 時間 職種 内容 問合せ先

在宅複合型老人介護施設
天兆園
安威二丁目10番11号

北圏域
が主体

木曜日
午後

5人/回
120
分/回

理学療法士
作業療法士
看護師
(管理栄養士など）

・セルフマネジメン
ト支援
(はつらつパスポート
～みんなで元気編～
を活用)
・運動器の機能向上
(セルフトレーニング
指導)
・栄養改善面談
・口腔機能向上面談
・ADL/IADL動作練習
・社会参加支援

072-
640-3965

西河原
デイサービスセンター
西河原二丁目17番4号

東圏域
が主体

水曜日
午前

072-
621-1343

介護老人保健施設
ひまわり
南春日丘七丁目9番18号

西圏域
が主体

火曜日
午後

072-
621-2691

じんないケアセンター
喜楽
中津町5番3号

中央
圏域
が主体

木曜日
午後

072-
652-0194

デイサービス
はーと＆はあと
若草町5番31号

南圏域
が主体

未定

⑤通所型サービスCの拡充

10
5月頃開始予定（実施曜日等決定次第、ケアクラブ等で周知します）



管理栄養士が自宅を訪問し、食生活のアドバイスを行う事業（３～６か月の間で３回）

事業対象者・要支援者のうち、

「低栄養」やその他栄養改善が必要な方

とその家族

拡充内容

令和４年度

栄養改善型配食を利用中の

事業対象者・要支援者のうち、

「低栄養」に該当し栄養改善が必要かつ

意欲がある方

令和５年度

実施事業所

栄養改善型配食併用の条件を撤廃し、疾病や入院等により一時的に栄養状態が悪化したことで、生活機能の

低下が危惧される人も含め、集中的に支援を行い改善を図る。

(株)はーと＆はあとライフサポート

令和４年度

(株)はーと＆はあとライフサポート

令和５年度

その他実施事業所増に向けて、

栄養士の在籍する事業所へ打診中

⑥訪問栄養指導（訪問型サービスC）の拡充
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⑦短期集中運動教室の拡充

場所 圏域 実施日 時間 職種 内容 申込先

福井多世代交流センター 北
金曜日
午前

90分/
回

健康運動指導士
介護予防運動指導員等

セルフマネジメントの
定着支援
・セルフプランニング
・セルフトレーニング
指導
・セルフモニタリング

長寿介護課
072-
620-1637
(平日：午
前9時～午
後5時まで)

西河原多世代交流センター 東
木曜日
午前

沢池多世代交流センター 西
木曜日
午前

ローズWAM 中央
金曜日
午後

南茨木多世代交流センター 南
金曜日
午前

・令和５年度からローズWAMを追加

・「体力に自信がない」などプレフレイルの方の利用を想定

・１クール10回（週１回）、年間４クール、事前申込制、無料、年度内１クールのみ利用可

・第１クール(4月開始分)は４月４日（火）から電話受付(以降のクールは、広報いばらき等で随時周知)
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⑧元気！いばらきマップを改訂
地域における体操教室や健康遊具のある公園、ウォーキングコースなど、介護予防のため
の地域の情報を見える化した冊子の第2版を作成。（令和5年3月末発行予定）

掲載団体数：初版59団体→第2版97団体へ拡充（予定）

多世代交流センター介護予防教室の情報を新たに掲載
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⑨コミュニティデイハウスにおけるフレイルチェックの取組み

令和４年度実施団体数：４か所（令和５年３月８日現在）
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コミュニティデイハウス・街かどデイハウス（希望する団体のみ）に対し、地域リハビリテー
ション活動支援事業により、はつらつパスポート～みんなで元気編～を活用したフレイル
チェックの取組みを推進。

リハ職派遣を希望する

コミデイ・街デイ

コミデイ・街デイに対し、

リハ職によるフレイル

チェックの実施方法などの

助言（年２回/か所）

コミデイ・街デイで定期的

なフレイルチェックの

取組みを継続して実施



まとめ
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地域における介護予防の好循環を実現するために、特にお願いしたいこと。

入口戦略

①「リハ職等同行訪問事業」を包括内で積極活用していただき、居宅CMにも事業の啓発や

利用の促進をお願いします。

②新たにサービスを導入する際は、自立の考え方普及啓発資料などを活用していただき、

本人や家族との自立の合意形成を意識していただきますようお願いいたします。

③地域でのフレイルチェックの取組みを進めていくため、包括とリハ職で連携した支援をし

ていきたいと考えております。フレイルチェックを取り入れていただけそうな地域の団体や

活動の情報があれば、介護予防係までご相談ください。

自立支援型サービスの充実

④通所型・訪問型サービスCや短期集中運動教室の積極的な啓発をお願いいたします。

出口戦略

⑤地域で定期的に高齢者向けの体操などに取組む団体や活動の情報（元気！いばらきマッ

プ掲載団体以外）や、これから新たに介護予防のための体操に取組みたい（または取り組ん

でいただけそうな方）といった情報があれば、介護予防係までお知らせください。



「視聴後アンケート」について

今後のより良い運営に活かすため、 「視聴後アンケート 」の

回答に、ご協力よろし くお願いします。 (〆切R５ . 4 . 3 0 )

重要

茨木市 健康医療部 長寿介護課


